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2. 市内主要遣跡解説

芦屋市内には、現在181か所の埋蔵文化財の包蔵地が確認されている。それらは旧石器時代・縄文

時代・弥生時代・古墳時代・歴史時代のいずれかに属するか、もしくは複合するもので、本書では

そのうち主要な29遺跡について簡単な解説を試みる。それぞれの遺跡の立地や範囲、性格などの特

性を把握して頂ければ幸いである。

●朝日ヶ丘遺跡（朝日ヶ丘町）

1964年、道路工事に伴い発見された縄文時代前期を主体とする遺跡である。遺跡は、標高50mの

六麓荘山麓台地の先端部付近に立地している。遺構は、第 1次調査からは方形状の掘り込み遺構 l

基、柱穴数基が確認されている。第4次調査では、縄文時代前期の土器を主体に包含する層の下層

から中世の土師質羽釜が確認され、遺物包含層が1日地形に伴う二次的な流出堆積土の可能性が考え

られる。遺跡の中枢部がさらに北方に遺存する公算が高い。

●芦屋神社境内古墳（東芦屋町）

芦屋神社境内の西隅に保存されている横穴式石室内蔵墳で、市内唯一の天井石を残した後期古墳

である。芦屋台地の標高82mの地点に独立して立地するが、往時には群集墳を形成していた可能性

が高い。

墳形は円墳で、径約18m、高さ約3.5mを測る。石室は右片袖式で、全長7.5m、玄室長3.7m、高

さ2m、羨道幅1.5m、高さ1.4mを計測する。 6世紀末築造か。

●芦屋廃寺遺跡（西山町・西芦屋町・三条町・三条南町）

芦屋川と東川の合力によって形成された扇状地上に位置する、弥生時代後期～近世の複合遺跡。

白鳳時代～江戸時代の瓦が大量に出土することから古代寺院の存在が推定される。他に弥生土器・

須恵器・土師器・瓦器・埴輪・土錘・ 古銭• 石器等が出土し

ており、弥生時代以降各時代の遺構面を検出しているが、明

確な創建期の寺院遺構は未検出である。近年の調査では三条

八幡神社の西側の谷斜面に室町時代の土師器皿が400枚以上捨

て置かれた状態で発見され、注目された。

●阿保親王塚古墳（翠ヶ丘町）

標高30m付近に位置する前期古墳。宮内庁書陵部の実測図

によると、径36m、高さ約 3mの円墳で、コ字形の周濠が存

在する。しかし、江戸時代に大がかりな墳形改変を受けてい

ることが知られている。また、江戸時代（一説には宝永年間

とも）に銅鏡が出土しており、その総数は10面とも伝えられ

るが、現存は 5面で、三角縁神獣鏡・内行花文鏡等の存在か

ら4世紀前半の築造であることが判る。さらに、古式の円筒

埴輪片の採集が知られる。
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●岩ヶ平刻印群（六麓荘町・岩園町、西宮市苦

楽園四・五番町）

芦屋市域の東六甲山麓には、花尚岩を利用し

た徳川大坂城再築に伴う採石場が多数分布して

おり、徳川大坂城東六甲採石場と呼称されてい

る。そのうち、当刻印群は八十塚古墳群を包括

する広範囲に分布している。近年の再開発に伴

い、古墳存否確認調査に併せて関係石材（刻印

石・矢穴石・割石）の確認調査も実施している。

その結果、採掘城の検出、家紋刻印や家紋に準

じる文字刻印が確認され、採石現場や採石のエ

程、それを担当した大名（藩）の推定が可能と

なりつつある。

●打出岸造り遺跡（大原町）

この遺跡は、市内において発見経緯が古く、

故紅野芳雄氏の1936年 ~1937年の踏査によって

弥生土器を中心とする濃厚な遺物包含層が確認

された。 1991年の第 4地点の調査によって、弥

生時代の遺物包含層は認められなかったものの、

中世の水田面 2枚と近世の石組暗渠 2条、竹樋

六麓荘町 2番地の刻印石
（平成 4年7月）

打出岸造り遺跡第 4地点の遺構検出状況
（平成 3年12月）

l条が確認された。従来、当遺跡は弥生時代を中心とする遺跡と考えられていたが、近世まで下る

複合遺跡であることが明確になった。

●打出小槌遺跡（打出小槌町）

翠ヶ丘台地の最先端部、標高lOm前後に位置する。平安時代～近世の重複する水田層が検出され、

各水田面には多くの麿摯痕、人・牛の足跡が認められた。また、剥片や国府型ナイフ形石器などの

旧石器も出土している。打出小槌古墳は15世紀後半~16世紀初頭の大規模開発で墳丘が完全に削平

されているが、周濠．葺石遺存状態から、 5世紀末に築かれた 1辺36m程度の方形墳と推定されて

いる。円筒埴輪・朝顔形円筒埴輪・ 形象埴輪等、多数の遺物が出土している。

●会下山遺跡（三条町）

六甲山地前山の一支脈上に立地する典型的な高地性集落で、弥生時代中・後期の諸遺構が標高155

~200mのやせ屋根上で発掘されている。昭和31~36年、芦屋市が初めて実施した学術調査で、住居・

祭場・火たき場・柵・廃棄場・墓地などがみつかっており、漢式三翼鏃・銅鏃・鉄斧・鉄ノミ・鉄

ャリガンナ・鉄鏃・釣針• 石斧・石剣・石鏃・石錐・刃器・石錘．砥石・石弾など豊富な遺物相を

示す。県史跡第 1号に指定されており、現在は阪神地方では数少ない山の上の遺跡公園。

●大原遺跡（大原町）

遺跡の発見は、 1961年、配管工事に伴って遺物が採取されたことに起因する。その後、 1990年、

採取地点の隣接地で工事計画が持ち上がり、試掘調査を行った結果、中世の遺物包含層と中世の溝
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状遺構が検出された（第 2地点）。同年には市街地再開発地区内の本格調査によって当遺跡の精密な

調査が初めて実施された。その結果、鎌倉時代～江戸時代の水田面、溝などが確認された（第3地点）。

また、旧石器時代～縄文時代の石器も数点検出されている点は注目すべきであろう。

●奥山刻印群（字奥池・ 字勉谷• 朝日ヶ丘町）

徳川大坂城東六甲採石場の中核をなす奥山刻印群は、芦屋川の左岸、馬背尾根西斜面を東端とす

る範囲で、それぞれ城山、岩ヶ平刻印群と区分される。ここでみられる刻印の種類は豊富で、一部

は大阪城東外濠の石垣刻印と同一である。また、文字刻印「大村」も知られている。刻印群は部分

的に新しい時代の石造品製作址と重複し、石材の転用も認められる。芦屋霊園内には東斜面の尾根

近くに割石が楕円状に集積された割石集積遺構が存在し、石エの墓との考えもみられる。

●金津山古墳（春日町）

従来、円墳と考えられてきたが、近年、全長55mを測る帆立貝形の前方後円墳であることが判明

した。築造は 5世紀後半で、鎌倉時代前後に前方部が削平されたと考えられる。周濠を巡らし、墳

丘には葺石が認められる。後円部は 3段築成で径42m前後を測り、複数の埋葬主体をもつ墓城掘形

の存在が推定されている。周濠からは円筒埴輪、朝顔形円筒埴輪、器財埴輪（蓋・盾・靱等）、人物

埴輪、動物埴輪（鶏・動物の足）等が多数出土している。

●冠遺跡（山芦屋町）

1986年、住宅建設に伴い発見された遺跡で、芦屋台地の標高53mの傾斜面に立地し、眼下には大

阪湾を眺望できるすぐれた場所に占地している。遺跡の様相は、弥生時代～江戸時代の複合遺跡で、

古墳時代～奈良時代の資料が主体をなす。第 1地点からは、弥生時代後期～古墳時代初頭の溝や柱

穴、奈良時代の列石などが確認され、第 3地点では中世と古墳時代を主体とする濃厚な遺物包含層

がみられる。遺跡名は旧三条村の小字名を採用した。

●久保遺跡（親王塚町）

1987年、宮川の左岸沿いで共同住宅が計画され、試堀を

経て本格調査が実施された。調査の成果は、芦屋市域で初

出の鎌倉時代～室町時代の水田面を検出したことである。

この水田面には、宮川氾濫による洪水層によって覆われ、

黎、牛や人の足の痕跡が残存していた。遺跡名は旧打出村

の小字名をとり、久保遺跡と命名した。周辺の試掘・立会

調査から遺跡の範囲は、北東方向に延びる公算が高い。

●呉川遺跡（呉川町）

1987年、浸水対策の目的で実施された市の幹線改修工事

に伴い発見された遺跡である。この遺跡は、大坂城再築用

石材の集石場と推定される。 1987年に確認された石材は、

すべて花尚岩で 9石みられ、そのうち 6石に 6種 9個の刻

印が認められた。 1993年には発見地の西側隣接地で、下水

管布設工事に伴い、現道路面下 3mの深度から割石 l石が
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確認され、周辺部においても同様な石材が分布している公算が高い。 1987年発見の石材は、芦屋市

立美術館の前庭に野外展示されている。また、 1993年発見のものは朝日ケ丘町で保存されている。

●小松原遺跡（打出小槌町・春日町）

遺跡は、金津山古墳に隣接することから、古墳に関連する遺構（二重周濠、外堤等）の遺存が推

定されたが、 1989-1990年に実施された本格調査によって、弥生時代後期の溝 l条、中世の削平面、

土堀数基が確認された。中世の削平面については、周辺地域の土地利用に伴い大幅な削平が行われ

たことが推測でき、金津山古墳前方部・打出小槌古墳墳丘部の削平も十分その影響を受けたことが

考えられる。遺跡名は旧小字名を採用した。

●三条岡山遺跡（三条町）

昭和35年に発見された遺跡で、標高50m前後の丘陵傾斜面上に立地している。弥生時代中期、古

墳時代中・後期以降中世までの遺物を包含する複合遺跡で、周辺には中期古墳や後期古墳も存在し

たようである。

昭和58年、第4地点で検出された祭祀遺構は 7世紀初頭のもので、須恵器大甕・高杯などととも

に、子持勾玉・鈴形土製品・刀装具が一括出土して注目を浴びた。

●三条九ノ坪遺跡（三条町）

遺跡は、 1985年に市内歴史研究団体芦ノ芽グループの分布調査によって発見された。その後の本

格調査によって、弥生時代後期～古墳時代初頭の竪穴住居3棟、自然河道、平安時代前期の掘立柱

建物 l棟、段状遺構などが確認されている。第 l・2・5地点からは遺跡の中心部を思わせる多量

の土器が検出され、中には滑石製模造品や銅鐸形土製品、球形有孔土製品、石帯などの特殊な遺物

もみられる。遺跡名は旧三条村の小字名を採用した。

●三条古墳群（三条町）

芦屋川の支流、高座川の右岸地域一帯に存在した古墳時代後期の群集墳で、 6世紀前半にさかの

ぼる寺ノ内 l・2号墳が最も古く、 7世紀前半の三条 5号墳が最も新しい。すべて横穴式石室を内

部主体とするが、市域の中で最古相に位置づけできるものを含み、竃形土器・馬具・鉄鏃など特徴

的な遺物を副葬している。古墳群の範囲・構成基数ともに不明確な部分が多い。

●城山遺跡（字城山）

会下山遺跡とは高座川を隔てて東側に対峙

する標高250mの應尾山山頂部一帯にある高地

性遺跡で、弥生時代中期・後期の土器が出土

している。本格的な発掘調壺はまだ実施され

ていないが、 一部試掘調壺された地点では、

包含層および遺構の存在が確認されており、

集落跡の遺存が予想される。標高548mの荒地

山から東南方に分岐する一支脈末端の山塊に

立地しており、眺望はすぐれている。
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●城山刻印群（字城山・山芦屋町、神戸市東灘区）

徳川大坂城東六甲採石場の西寄り、神戸市東端から芦屋川西岸間の城山山塊に分布する。岩ヶ平 ・

奥山両刻印群と比べて、刻印の種類は少ないが、城山山頂や南東斜面に島津家（分家）、稲葉家の家

紋とみられる刻印が認められる。また、荒地山南斜面には割石が多数密集しており、採石場の存在

を推測することができる。なお、島津家家紋とみられる刻印は、市内三条町や西山町にも散見され

る。

●城山古墳群（字城山 ・山芦屋町）

芦屋川の支流、高座川をはさんで三条古墳群の東方に展開する古墳時代後期の群集墳。既に山芦

屋古墳・旭塚古墳・城山 4・10・15・17号墳などが発掘調壺されており、 6世紀後半から 7世紀中

頃にわたっての造墓活動がうかがわれる。 巨石墳・終末期古墳などを多様に含み、住宅街の中にな

お未確認の横穴式石室墳を残すようである。 三条古墳群同様、武器・馬具の副葬が顕著で、竃形土

器をもつ古墳も 3例認められる。県内でも特徴的な群集墳の一つに数えられよう。

●城山南麓遺跡（字城山 ・山芦屋町）

城山遺跡の立地する山塊の山麓部一帯には、古くから弥生士器・石鏃・石匙・石斧などの散布が

知られており、山頂の弥生遺跡とは別に弥生時代の遺跡が存在している。さらに、中憔の遺構の存

在も確認されつつある。遺跡は芦屋川に高座川が合流する三角点以北、両川にはさまれた緩傾斜面

上に立地しており、北限は鷹尾山中腹にまでおよぶ。盛期は弥生時代中期後半と考えられるが、南

限付近の一部を除いて、発掘調査は行われていない。

●月若遺跡（月若町・西芦屋町・西山町）

六甲山地南麓、芦屋川右岸の標高約25-32mの傾斜変換部に位置し、東西250m、南北350mを測

る、縄文時代早期～近世の複合遺跡。弥生時代中期後半から古墳時代初頭前後まで、大溝を伴う集

落の拡大が認められる。また、 5-6世紀には居住区の安定と併せて、祭祀遺物の出土がみられる。

中・近世になると、遺構面は芦屋川寄りに移動し、芦屋川の自然堤防帯の形成をうかがい知ること

ができる。近世の特徴的な遺構として、酒造関連と見られる竃がある。

●寺田遺跡（三条南町・西芦屋町）

寺田遺跡は東川の扇状地上に位置する縄文時代晩期～中世の複合遺跡である。遺跡南西部には弥

生時代前期の遺構が、その南側では平安時代前期の掘立柱建物群が検出され、 一方、遺跡北端では

中世以降の遺構が中心になるなど、各時代における遺構の分布域は一様でない。室町時代になると

東川の谷地形は急速に埋まり、現在の地形に近くなったようである。その背景として、室町時代後

半から盛んとなる新田開発や江戸時代に構築された東川用水路の存在が考えられる。

●堂ノ上銅鐸出土地（楠町）

市街地の東部、旧字堂ノ上から宝永年間 (1704-1710年）に銅鐸が出土している。出土地は JR 

東海道線の南側一帯で、南限は国道2号線が画する。標高約17mの平地で、現在は多くの建物が密

集しており、正確な出土地点は不詳である。西宮市津門銅鐸出土地と並んで、平野部に存在する点

は重要である。銅鐸は外縁付紐II式に属するもので、総高45.3cmを計測する。鐸身には流水文が施さ

れている。現在、親王寺が所蔵。
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●業平遺跡（松ノ内町・業平町）

遺跡は縄文時代～中世の複合遺跡で、 1986年に遺跡の存否確認調査によって遺物包含層が確認さ

れた。遺跡の様相は、弥生時代・中世の遺物包含層が確認された第 4地点や縄文時代～中世の濃厚

な遺物包含層がみられる第13地点など、各調査地点において異なっている。第13地点の遺物包含層

の状況が、流入堆積の様相を示していることから、遺跡の中枢部がさらに北方に遺存する可能性が

高い。

●翠ヶ丘古墳群（翠ヶ丘町・楠町・春日町 ・南宮町・親王塚町・打出小槌町）

六甲山地前山の派生丘陵の一つである翠ヶ丘台地上に展開した古墳時代前期から後期にわたる古

墳群。前期では標高30m付近に阿保親王塚古墳、中期では標高10m付近に金津山古墳・打出小槌古

墳、後期では打出駒塚古墳などがあり、実態不詳の四ツ塚をはじめとする多くの伝承墳がある。市

域唯一の首長系譜のたどれる古墳群で、市街地になお未確認の大型古墳が存在している可能性を宿

している。

●八十塚古墳群（六麓荘町・岩園町・朝日ヶ丘町、西宮市苦楽園四番町・同五番町 ・同六番町）

市街地北東部の山麓丘陵に分布し、現在51甚の古墳が確認され、うち29基の発掘調査が実施され

ている。東西約700m、南北約900mの範囲に分布する 5支群から成る市内最大の群集墳で、 6世紀

後半~7世紀前半にかけて築造されたと考えられる。墳形は円墳を主体とし、内部構造はいずれも

横穴式石室であるが、石室形態などにバリエーションがみられる。遺物は対岸の三条・城山古墳群

と比べて少ないが、須恵器 ・土師器・耳環・玉類・鉄釘・紡錘車・陶棺などが出土している。

●山芦屋遺跡（山芦屋町）

芦屋川と高座川の合流点の北方、標高80

m前後の緩傾斜面に立地する。 1977年、山

芦屋古墳の調査の際、弥生時代の遺物包含

層の遺存が確認され、 1980年の城山 4・10

号墳の調査においては、縄文時代の遺物分

布も同時に認められた。縄文時代の資料は、 • 

近畿地方でも稀少な早期のものをはじめ、

前期・後期のものをみる。遺構は早期末に

比定し得る石囲炉が検出されている。早期

の資料は、押型文土器を中心に、上・下層

に区分されて検出された。こ の成果は、押

型文土器の時間的推移を考える上で、注目

される (S4地点）。土器の他には、石鏃・

石錘・石錐なども確認されている。 また、

弥生時代中期の焼失住居 l棟、配石遺構 l

基なども確認されている (S2地点）。
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3 . 埋蔵文化財発掘届出書他書式一覧

第 号 別記］

年 月 日

l 土木工平等をしようとする土地の所在及び地番

文化庁長官殿
2 土木工事等をしようどする土地の面積

3 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及ぴ住所

住所

氏名等
4 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、貝数及び名称並びに

現状

5 当該土木工事等の目的、計画及ぴ方法の概要

埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
6 当該土木工事等の主体となる者 （当該土木工事等が請負契約等により な

周知の埋蔵文化財也蔽地において土木工事等のための発掘を実施した
されるときは、契約の両当事者）の氏名及ぴ住所 （法人その他の団体の

場合は、その名称及び代表者の氏名並ぴに事務所の所在地）

いので、文化財保護法 （昭和25年法律第214号 ）（第57条の 2 第 1 項• 第

57条の 3第 1項）の規定により、別記 1の事項について、関係書類を沿
7 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及ぴ住所

付し、別記2のとおり〔届出・通知〕します。
8 当該土木工事等の箔手の時期

9 当該土木工事等の終了の予定時期

10 その他参考となるべき事項

【i恭付苔類】

土木工事等をしようとする土地及ぴその付近の地図並ぴに 当該土木工事

等の概要を示す書類及ぴ図面

別記 2

57条の2第1項 57条の3第1項
I..都..道.府.県..文..書..書..号.. I (0で囲むこと）

1委保聾 号 年月日 年月"I 平成 年 月 日

1所在地

2面 積 I 芦屋市教育長殿

氏名等
3土地所有者 ----

住所

散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衡跡 城館跡 社寺跡 古墳 慣穴墓 土地所有者
4遺跡の種類

その他の墓 生産遺跡 その他の遺跡 ( ) 

遺跡の名称 '！'員 '； ' 

遺跡の現状 宅地水田畑地山林這路荒蕪地原計その他 （ ） 
住所

遺跡の時代 旧石器蝿文弥生 古墳奈良平安中世近世その他 （ ） 氏名 ⑮ 

道路鉄道空港河川ダム学校住宅工場その他達物 （ ） 

5工事の目的 宅地造成土地区画竪理公園造成 ガス電気水道農業関連 土砂採取

観光開発遺跨整傭 その他の関発 （ ） 

工事の概要
土地発掘承諾書

氏名等
6工事主体者 ・ 下記記載の私有地内で文化財保護法による芦屋市教育委貝会または、

住所

氏名 芦屋市教育委貝会の指定する調査員が発掘調査することを承諾します。

7施工責任者 ・
住所

8着手時期 年 月 8 9終了時期 年 月 8 
記

IO参考事項

1指導事項 1 発掘舅査 工事立会 慎重工事 その他 （ ） 

［起案 ［決裁l発送［う継 l発掘場所 芦屋市 町 番地

［注意事項〕 ① 太線内は届出 通知者が記入． ② 指導事項襴は都道府県教育委員会で記入．

③ 遺跡の種類現状時代及ぴ指導事項襴1よ該当項目を〇で囲み 該当項目のない場合は（）内に記入．
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文化財保護法57条の 2提出注意事項

； 最も頻繁に届出が必要となる第57条の 2に関わる書類のみ、その作成の留
意点、必要部数などを箇条書きにして説明します。よく確認して細部に誤ま

りなきよう記戟のほど、お願いいたします。

〈提出部数〉

l. 添付書類、届出書とも 4部が必要。

2. 届出書の氏名の後に印（正）が4部とも必要。コピーは不可です。

〈添付書類〉

l. 建築概要（確認申請書等写）

2. 位置図 (2,500分の l、本庁市計画総務課で販売）

3. 平面図（敷地 ・lF平面）

4. 立面図 (G.L以下の細部）

5. 現地写真 (2方向以上を 2枚以上、 B5の台紙に貼付、撮影方向明示。コピー写真は不可）

6. 土地発掘承諾書（これは、第98条の 2に添付されるため、別紙として必要。

土地所有者の氏名の後に印（正）が必要。）

〈別記2記入上の注意〉

l. 地番で記入のこと（住居表示は不可）。

2. 吋で記載。 3. 印なしでよい。

4. 記入しないこと（文化財担当課で記入）。

5. 工事の概要は、「木造2階建個人住宅」「鉄骨造2階建専用住宅」

「鉄筋コンクリート造 5階建共同住宅」等簡潔に記入。

6. 7. 未定の場合は「未定」と記入。

8. 9. 着手時期、終了時期は予定期日を記人。

〈問合せの連絡先〉

〒659芦屋市伊勢町12番25号
芦屋市立美術博物館内

芦屋市教育委員会

社会教育・文化課文化財係

TEL0797 (31) 9066 
FAX0797 (38) 5434 
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平成年月日

芦屋市教育長殿

照会者住所

照会者氏名 ⑲ 

埋蔵文化財の所在の有無および

その取扱いについて （照会）

このたび、当方で下記の土地を として開発する計画を

進めていますが、別添図に示す当該地について、埋蔵文化財およびその

他の文化財の所在の有無ならびに、所在した場合は、その取扱いについ

て照会いたします。

記

1. 開発予定地の地番 芦屋市

2. 開発予定地の面積

3. 開発計画の概要

4. 開発工事の期間（予定）

平成年月日～平成年月日

町 番地

m
 

5. 添付図面

位置図 1 : 2,500の都市基本図に明示したもの 1部
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平成年月日

芦屋市教育長殿

土地所有者 園

私所有地内への立入りについて（許可）

埋蔵文化財確認調査のための私所有地内への立入りについて、下記の

とおり同意いたします。

記

1. 期 間 平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

2. 場 所 芦屋市 町 番地

3. 立入り者 芦屋市教育委員会の文化財調査関係者

4. 目 的 開発行為に先立つ文化財の各種調査

5. その他
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4. 文化財保護関係法規（抜粋）

(1) 文化財保護法（抄）

第 1条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、
世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

第 3条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない

ものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行わ

れるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。

第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しな
ければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のため
に大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければな

らない。

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）

第57条 土地に埋蔵されている文化財 （以下「埋蔵文化財」という 。）について、 その調査のため土地を発

掘しようとする者は、文部省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の30日

前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部省令の定める場合は、この限りでない。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要
な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）

第57条の 2 土木工事その他埋蔵文化財の調資以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土
地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、

前条第 1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替える

ものとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第 1項の届出

に係る発掘に関し必要な事項を指示することができる。

（国の機関等が行う発掘に関する特例）

第57条の 3 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの

（以下この条及び第57条の 6において「国の機関等」と総称する。）が、前条第 1項に規定する目的で周知
の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機

関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければ

ならない。

2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、
当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすること

ができる。

3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しな

ければならない。

4 文化庁長官は、前 2項の場合を除き、第 1項の通知があった場合において、当該通知に係る事業計画の

実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

5 前 4項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長（国有財産法〔昭和23年法律第73号〕第 4条第

2項に規定する各省各庁の長をいう 。以下同じ。）であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又
は勧告は、文部大臣を通じて行うものとする。

（埋蔵文化財包蔵地の周知）

第57条の 4 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底

を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることが
できる。

-14-



（遺跡の発見に関する届出、停止命令等）

第57条の 5 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められ

るものを発見したときは、第57条第 1項の規定による調壺に当たって発見した場合を除き、その現状を変

更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を記載した書面をも って、その旨を文化庁長官に届け

出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その

現状を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、そ

の保護のため調資を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域

を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、そ

の期間は、 3箇月を超えることができない。

3 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなけれ

ばならない。

4 第 2項の命令は、第 1項の届出があった日から起算して 1箇月以内にしなければならない。

5 第 2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化

庁長官は、 1回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。

ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して 6箇月を超えることとなってはならない。

6 第 2項及び前項の期間を計算する場合においては、第 1項の届出があった日から起算して第 2項の命令

を発した日までの期間が含まれるものとする。

7 文化庁長官は、第 1項の届出がなされなかった場合においても、第 2項及び第 5項に規定する措置を執

ることができる。

8 文化庁長官は、第 2項の措置を執った場合を除き、第 1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護

上必要な指示をすることができる。前項の規定により第 2項の措置を執った場合を除き、第 1項の届出が

なされなかったときも、同様とする。

9 第 2項の命令によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

10 前項の場合には、第41条第 2項から第 4項までの規定を準用する。

第98条の 2 地方公共団体は、文化庁長官が第58条第 1項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文

化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行

することができる。

2 前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有

に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着

手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。

3 地方公共団体は、第 1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

4 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第 1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。

5 国は、地方公共団体に対し、第 1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

(2) 芦屋市宅地開発指導要綱（抜粋）

第2章総則2

（文化財の措置）

第26条 宅地開発事業者は、この要綱に基づく事前協議を行うまでの間において、開発区域内の埋蔵文化財

等の有無及び周辺の文化財等の関連について市教育委員会と協議すること。

2 宅地開発等事業者は、宅地開発等の工事施行中、埋蔵文化財等を発見したときは、すみやかに市教育委

員会とこれらの措置について協議すること 。
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： ※ 開墾や土木工事に際し、新しい遺跡や遺物を発見された場合は、早急に本 ！ 

！ 市教育委員会にご通報下さい。みんなで文化遺産を大切にしましょう。 ： 

: ＊連絡先＊ 悪659芦屋市伊勢町 12番 25号 ： 
芦屋市立美術博物館内 ： 

芦屋市教育委員会

： 社会教育・文化課文化財係 ： 

T E L 0797 (31) 9 0 6 6 ; 
: F A X 0797 (38) 5 4 3 4 : 

｝ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・一------I 

◄ 表紙カット ► 埋蔵文化財発掘調査想像図 森岡秀人画

◄裏表紙カット ► 打出小槌古墳出土の人物埴輪く縮尺％〉

永井正浩実測、藤井礼子整図。
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